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推進専門委

目標項目のベースライン値と目標値の考え方について（案）

• 第一次、第二次の目標項目については、計画策定時に入手できる最新の数値を（評価のための）ベースライン値とし、

計画期間の最終年の数値を目標値としていた。このため、ベースライン値は、計画期間開始前のものとなり、最終評価

は計画期間終了前に行うため、目標値に実際到達したかどうかの評価はできない（目標値に到達しそうかどうかの評価のみ）。

• 目標項目は、計画期間内の取組評価のために設定されていることを鑑みれば、ベースライン値は、計画期間初年度の値

とし、目標値は、最終評価時に評価できる（＝データが入手できる）値とすべきではないか。

→次期プランにおけるベースライン値は2024年までの最新値、目標値は2032年として設定してはどうか。

次期国民健康づくり運動プラン 次々期

自治体

次々期計画策定

国調大規模調査

結果
公表

結果
公表

基本方針
策定

計画期間
ベース
ライン値

目標値
最終評価を
行った時期

最終評価に
用いたデータ

第一次 2000.3
2000～2010年度

→2000～2012年度に変更
1997年まで 2010年 2011.3～2011.10 2010年までのデータ

第二次 2012.7
2013～2022年度

→2013～2023年度に変更
2010年まで 2022年 2021.6～2022夏

2019年までのデータ
※2020年、2021年は国調中止

第二次

自治体

次期計画策定

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｃ A

Ｐ

中間
評価

ベースライン
の提示

プラン
作成

最終
評価

結果
公表

次期策定
専門委

P D

※目標値については、直近のデータ等を用いて、当委員会で設定。ベースライン値は、2024年までの最新値で設定し、2025年度に公表することを想定
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